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平成 21年 度熊本市議会政務調査黄の使途調査報告書

このたび、熊本市議会事務局より委話を受けた平成 21年 度に支出された熊本市議会
議員 49名 の政務調査費の使途について、会計処理の専門的立場による第二者的観点か
ら調査を実施し、意見を取 りまとめましたので、別紙のとおり調査結果を報告 します。



‐
平成21年 度熊本市政務調査費の使途調査

報
r  告

 書

南 九 州 税 理 士 会



(1)調 査期間

平ヽ成 22年 S月 117田～5月 26日

(2)調 査入

税翠士延べ 24人 (南九州税理士会辞本東支部 `熊本西支青「所属会員で、地方公共

騨体外部監査制度研Fl_3会膿修者若しくは登録政治資金監査人触録者から選定)

(3)調 査手順
″
 政 務調査費の諭査は 「政務調査費関係例規等」に従い 「政務調査費運用の手引き」
を参考にして次の手順により行った。

① 領 収善と支出伝票の突含

② 支 出伝票と出納簿の突合

③ 出 納簿から収支報告書への転記の確認を行い、政誘調査費の使途基準により、支

出伝票の妥当性を調査した。

(4)調 査報告                             …

その結果、以下のような指摘があり今後の指針とされたい。

① 領 収書 ・支出伝要 ,出納簿間の転記ミスによる金額の相選があった。また、領収

書は支出の内容、支払先を証する有力な証拠資料であるが、領収書の売名もれ、日

付のもれ、宛名のなぞり書き等は支出を蔓付けするには力不足で、また第二者に余

計な誤解を与える恐れもあり、今後はその管理には万全を期すことが望ましい。

② 政 務調査費の支出対象となる4月 1日より翌年 3月 81日までに支払義務が発生

したもので、3月 31日 までに支払いができなかったものに対しては、その期間の

属する年度分の吸務調査費として翌月4月 に支出して (現金支払いおよび日座引き

落とし)差 し支えない。その場合、当該支出に対する支出伝票には、3月 31日 ま

では未払いである旨を記載することが望ましい。

③ 人 作費は、雇用契約書の締結が条件で職務の範囲を政誘調査活動の補助事務と明

記したほうが望ましい。

④ 人 件費の支出については、被雇用者には結与支払報告書 (源泉徴収票)を 発行す
ることになっているので、その発行には注意が必要である。まず議員本人の所轄税

務署に対し、給与支払事業所の開設届を提出しなければならない。

なお、被雇用者が甲欄適用者の場合、一人月額 8万 8千 円以上の支出があれば、



⑤

源泉所得税ャを納める義務が生じ、年二回、半年分の源泉所得税を税務署に支払わね

ばならない。それ以下の支由 (8万8千円未満)に おいても被雇荒者には強定申告

を勧めるのが望ましい。

1研 修黄及び調査税究費など旅費の支出が伴う支出の討上は出張記録書がないと

事実の確認がとれないので、
‐
出張記録害の添付を更に徹底されたい。

⑥ 資 料購入費の支出については、書籍名など政講調査費との関連が嘉付けできる補

足資料の添付が望ましい。

⑦ 20万 円以上の支出については、支払相手および支払理由に特段の事情がない限

り複数の者からの見横書の添付が必要と思われる。

① 5万 円以上の備品購入については、重複の購入が無いように 「政務調査費運用の

手引き」 5頁記載の通り備品台帳の記入が必要であり、その添付が望ましい。

③ 広報綱話、葉書 ,封筒等の印811黄心よび郵送料については、合理的な文出割合に

基づいて算出された金額を確認するために広報詰を添付することが望ましい。

①  ホ ームページ等 IT関 連広報ソールの支出についても、上記と岡様の処理をす

べきである。

① 議 員園 詣ヽ会派等の共有経費については、代表者以外の支出伝票に領収書が添付

されていないため金額の妥当性等について確認できないことから、代表者以外の

議員の支出伝票に 「領収書はOO鵡 員に添付」と明記されることが望ましい。

(5)ま とめ

初めての調査ではあったが、全体的にみて領収書から出納簿記載に至るまでの運純

な転記ミスや具備資料の一部に不足はあるもののt特に政務調査費の定義から逸脱し

たような支出はみられなかうたように思われる。ただ、政群調査活動とそれ以外の支

出に接分を求められるケースにおいては、第二者に説明できる合理的な根拠を要する

ことが必要かと思われる。今回の調査結果について、今後は議員においても検討され、

より良しヽものにしていかれたい。

以 上
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委 託 契 約 書

濃本市 (以下 「甲Jと いう。)と南九)1‖税理士会 (以下 「乙」という。)と は、晴鷺本市議
会政務調査費の使途調査業務」について、次のとおり季託契約を締結する。

( 目的)

第 ユ条 甲 は、帯本市議会政務調査費の使途調査業務 を乙に委託 し、乙はこれを受託する。

(委託料)            ′

第2条  業 務の番託料 (以下 「審託料辞_という。)は 、 771, 750円 (取引にかかる消

倉駆及び地方消費税の額を含む。)と する。

(委託場所及び委託期間)

第 3条  業 務の委託場所 (以下 「委託場所」という。)及 び委託期間 (以下 「委託期間Jと
いう。)は 、次のとお りとする。

(1)委 託場所 熊 本市手取本町 1番 1号 ほか

(2)委 証期間 平 成 22年 5月 lo日 から平成 22年 6月 30日 まで

(契約保証金)

第4条  契 約保証金は、免除す る。

(総貝」)

第5粂  甲 及ぴ乙は、本契約書及び別紙仕様書 (以下 「仕様争」という。)に 定める業務 (以

下 「業務」という。)を 信義に従って誠実に履行しなければならない。  ′
2 こ の契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承詰、質問、回答及び解除 (以

下「指示等」という。)は 、書面により行わなければならない。
3 こ の契約に係る訴訟の提起ヌは調停 (第31条 の規定に基づき、甲る協議の上選定さ
れる調停人が行 うものを除くを)の 申立てについては、日本国の裁判所をもつて合意によ
る専属的管購裁判所とする。

(権利義務の議渡等の業上)

舞 6条  乙 は、この契約により生じる権利又は義務を第二者に護渡し、又は継承させては

ならない。ただし、あらかじめ、甲の承講を得た場合は、この限りではないゃ

(一括再委託等の崇止)

第 7条  乙 は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託し、若 しくは講け

負わせてはらない。  、

2 乙 は、業務の一部を第二者に番託し、又は論け負わせようとするときは、あらかじめ、

甲の承藩を得なければな.らない。この場合において、乙は第 24条 の規定と同様の内容
を記載した契約書により第三者と契約しなければならな↓、

3 甲 は、前項の規定によりとが業務の一部を委託し、又は蘭け負わせようとする者につ
いて、委託業務の履行に著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して書面

∩



P ′

tiよりその理由を明示 してその変更を求めることができる。

(使用人に関する乙の責任)         ぃ                 "

。第8条  乙 は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、―切の責
任を負う。

(監督職員)

第 9条  甲 は、乙の業務の履行について自己に代わって指示監督する監督職員を定めたと
きは、その氏名を乙に逓知するものとする。

2 監 督職員|よ、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権殴を有する6
(1)契 約の騒行についての乙文は次条に規定する乙の管理責任者に対する指示、求譜又

は協謡

(2)こ の契約書及び仕様書の記載内容に関するこの確認又は質問に対する回答
(3)業 務の進捗状況の確認及び校行状況の監督

(管理責任者)            1              '

第 10条  乙 は、業務を実施するに当たって管理力任戎を定め、その氏名を甲に通知する
も?と する。また、管理責任者を変更したときも同様とする。

2 管 理責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締 りを行うほか、業務委託料の
変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及ぴ受領、業務関係者に関する措置請求並び
に契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づくるの一

切の権限を行使することがで
きる。                                 コ

(管理責任者等に関する猪置請求)

第 11条  甲 は、乙が業務に着手した後に乙の管理責任者又は使用人が業務の履行につい
て著しく不適当でr‐bる と認められるときは(乙 に対して、その理由を明示した書面によ
り、必要な措置をとるべきことを求めることができるど

2 乙 は前項の規定による請求があった ときは、当該請求に係る事項について決定し、そ
の結果を、請求を受けた 日から10日 以内に甲に通知 しなければならない。

S 乙
｀
は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当であると認められるときは、甲

に対して、その理由を現示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることが
できる。   ・

4 甲 は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定 しく
その結果を、講求を受けた 日から10日 以内に乙に通知 しなければならない。

(業務の報告等)

第 12条  乙 は、仕様書に従い、甲に対 して業務報告書を提出しなければならない。
2 甲 は、前項の規定によるほか、必要 と認めるときは、乙に対して業務の履行状況及び
その結果について報告を求めることができる。

(借用品の取扱い)

第 13条  乙 は、甲が認めた場合は本業務に必要な物 (以下 「借用品」という,)を 借用す



ることができる。
12 乙 は、前項の借用品については、曽 良なる管理者の注意義務をもって使用又は管理し

なければならない。

3 乙 は、一切の借用品を返却するものとする。 r

(業務内容の変更等)                             、

第 14粂  甲 は、必要があるとき|ま、乙と協議 して、業務内容を変更し、菊 しく,ま業務の
全部ヌは一部を中止することができる。この録合において、甲は必要があると秘められる
ときは、委託料xは 季託期間を変更し、又はとに損害を及ぼしたとき,ま必要な費用を負担
しなければならない。

2 乙 は、その黄に帰すことができない事由により委証期PR3内に業務を完了することが
できないとき呼、その理由を明示した書間により甲に委託期間の変更を請求することが
できる。

(委証期間の変更方法)

第 15条  季 託期間の変更についてほ、甲乙協議 して定める。ただし、協議開始の日から
14日 以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。    ‐

2 前 事の協議開始の日について,ュ、甲が乙の意昇をぃいて定め、乙に通知するものとす
る。ただし、甲が委託期間の変更事由が生じた日から7日 以内に協議鈴始の日

1を
通知し

ない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(委託料の変更方法等)

第 16条  委 託料の変更については、甲乙協議 して定める。ただし、協議開始の日から1
4日 以内に協能が窒わない場合にはt甲 が定め、乙に逓知する。                ,

2 前 項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとす
る。ただし、甲が委託料の変更事由が生じた日から7日 以内に協議開始の日を通知しない

場合には、乙は、膨議開始の日を定め、甲に通知するtと ができるど    ,
8 こ の契約害の規定により、乙が増加狩用を必要とした場合又は横害を受けた場合に甲
が負担する必要な費用額にっいては、甲乙協議して定める。

(臨機の措齢)

第17条  乙 は、業務の履行'こ当たって事故が発生したとき又は発生するおそれのあると
きは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して輸機の結置をとらなければならなしヽ。ただし、
祭念やむを得ない事情があるときは、乙の半U断によって臨機の措置をとらなければなら
ない。

2 前 項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく申に通知しなければ

ならない.

3 甲 は、事故防止その他業務上特に必要があるときは、乙に対して賄機の措置をとるこ

とを請求することができる。           ′
4 乙 が舞 ュ項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要し



た費用のうち、委託料の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分については、

甲がこれを負担する。

(損失負担)

第18条  乙 は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害
を賠使しなくてはならない。

2 乙 は、業務の実施について第二者に損害を与えたときは、直ちに甲にIFR告し、乙の負

担において賠償するものとする。たたし、その環害の発生が甲の責に帰すべき事由によ
るときにはその限度において甲の負担とする。                    ｀

 …

3 乙 は、乙の声に帰さない事由による損害については、第1塩又は第Z項 の規定による

賠後の責を負わない。

(機笙)            _                        ′ |

第 19条  る は、甲が仕様善等で指定した業務が完了したときは、売廿居を甲に提出しな    )
ければならない。

2 甲 又は甲が検査を行 う者として定めた職員|ま、前項の規定による完了居が提出された     ｀

ときは、その日から起算してlo日 以内に検査を完了するものとする。

3 乙 は、業務が前項あ検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検蓋を受けなけれ

ばならない。この場合においては、flg補の完了を業務の完了とみなして前2項 の規定を

準用する。               .

俸 託料の支払)                |

第20粂
′
乙は、前粂の検査に合格したときは、委託料の支払を甲に請求することができ

る。                     '                        ‐
｀

2 甲 は、前項の規定による正当な講求善を受理 した ときは、その 日か ら超算 して 3o日

以内に委託料を乙に支払わなければならない。

(部分引渡 し)        `

第 21条  成 果品の一部か完了し、かつ、それが可分なものであるときは、申は、当該部    )

分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 19

条中 「業務」とあるのは 「ヨ1渡し部分に係る業務」と読み誉えて、これらの規定を準用

する。   ・

(かし控保)

第 22粂  甲 は、成果品の引渡じを受けた後において、当該成果品にかしがあることを発

見したときは(乙 に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は41g補に代

え着しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。

2も

晋吾覧鰐潜声『が『ヨど1き

責任は、第 19条 の規定による甲の検査に合格し■ことを

3 第 1項 の規定によるかしの修補又ほ損害賠償の請求は、成果品の引渡し後 1年以内に

行わなければならない。



4 甲 は、成果品の引渡じの陳にかしがあることを知ったときは、第 1項 の規定にかかわ

らず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償を請求するこ
,  と はできない。ただし、乙がそのかしがあることを決口っていたときは、この限りではな

V 。ヽ

5 第 1項 の規定は、成果品のかしが仕様害の記栽内容又は甲の指示等の性状により生 じ

たものであるときは、適用しない。ただし、乙がをの記栽内容又は指示等が不適当であ

ることを知 り′ながらこれを通笑『しなかったときは、この限りではない△

(履行遅滞の場合における損害金等)

第 23条  乙 の責に帰すべき事由により、履行期間内に業務を完了することができなぃ場
合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。

2 前 項の損害全の額は、姿託料から第 2ユ 粂の規定による部分引渡 しに係る委託料を控

除した額につき、遅延 自数に応 じ、年 8B8パ ーセン トの書」合で計算 した額とする。
3 甲 の

京に帰すべき章由により、第 29条 の規定による姿託料の支払が遅れた場合にお
r   い ては、乙は、未受領金額につき、遅延 日数に応 じ、年 373パ ーセン トの字」合で計算

した衛の遅延利滝、を請求することができる。
イ
(秘密の保締及び資料転用の禁止)

第24条  甲及び乙は、本契約業務履行を通じてArlり得た相手方の業務上の秘密を外部に
漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人
も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。

2 乙 は、本業務データファィレレ、個人情報、その他本業務に関する資料を本業務以外の

用に供するほか、複写及び複製をしてはならない。

(甲の契約解除権)  ′

第 25条  甲 は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約をお平除することができる。
(1)正 当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、叉は歴行する見込みがないと明らか

に認められるとき。

(2)第 6粂又,ま前条の規定に違反したとき。

(3)前 各号のほか、契約に達反し、その注反により契約の目的を達成することができな
いと認められるとき.

(4)第 27条 第 1項に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 乙 栂、第 1項 の規定により契約を解除された場合において|ま、委託料の″10分 の 1に

相当する額を違約金として、甲の指定する期限までに支払わなければならない。
(甲のその他の契約解除権)

第 26粂  甲 は、業務が完了するまでの間は、前条第 1項 の規定によるにか、必要がある

ときは、契約を解除することができるι

2 甲 ほ、前項め規定により契約を解除したことによりるに預害を及ぽしたときほ、その 。

損害を賠償しなければならない。                     ‐



(乙の契約解除糠)             J

第 27条  乙 は、甲が契約に驚反し、それにより業務を完了することが不可能とならたと
｀

きはt契 約を解除することができるを

2 乙 は、前項の規定により契約去解除した場合において、損害があるとき,ま、その損害

の賠償を甲に講求することができる。             '

(不正行為に伴 う損害の購偵の予約) ‐

第28条  乙 は、この契約に関して、第 25条 第 1項各すの一に該当するときは、業務委

託料の10分 の 1に相当する金額を賠償金として甲の指定する期間内に甲に支払わなけ

ればならな↓ヽ。

2 乱 項の規定にかかわらず、甲は、損害の額が聞項に規定する撃託料の10分 の 1に相

当
=官 舎輯を解各

るときは、乙に対して、当該超える金額を併せて支払うことを詩求す

ると、とができる。,

8 前 2衷 の規定は、業務あ成果品の引波しを受けた後にお↓ヽても適用があるものとする。

(賠役金等の徴収)

第 29条  乙 がこの契約に基づく損害賠償金又は達約金を甲の指定する期間内に支払わな

いときに、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から委託料支払の

日まで年 3,3パ ーセン トの害!合で計算′した利息を付した額と、甲の支払う大き警託料

とを相殺し、をお不足があるときは追徴する。 ｀

2 前 項の追徴をする場合に,ま、甲は、乙から遅延日数につき年 3.2パ ーセン トの書」合

で計算した額の延滞金を徴収する。

(契約解除の通知)

第 30条  甲 又ほ乙は、契約を解除するときは、宰面により速やかにその旨を相手方に通

知しなければならない。

(締争の解決)

第31条  こ の契約害の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかっ

たときに甲が定めたもめに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争を生じ

た場合には、甲及び乙は、協議 の上調俸人 1を を選任 し、当該調停人のあっせん又は調停

によりその篇字決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用 については、甲乙協

議 して特別の定めをした ものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半 し、その他のも

のは甲乙それぞれが負担する。

2 前 項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する

紛争解決の手続前又は手続中であつても、同項の甲乙間の紛争にういて民事軒融法 (平成

8年法律第109号 )に 基づく訴えの提起又は民事調停法 (昭和 26年 法律第 222号 )

に基づく調停の申立てを行うことができる。

(契約外の事項)

第 32条  こ の契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。



この契約の成立を証するため、本書 2通 を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自そのI通

を保有すると

平成 22年 S力 10日

乙 総 本市大距 丁目17番5号

苗 九 州 税 理 士 舎

会長 岩 本 俊



仕様書

■`  目的

熊本市議会議員の政務調査費だついて、その真出が調査研究に資するために必要な経
費として適正に支出されているか否かについて、熊本市議会政務調査費の交付に関するr条
例布行取程第4条 の2の規定に基巧き調査を行い、専門由1見紅からの旨見を求めるも

の 。

2,件 名      ■             ′｀
熊本市議会政務調査費の使途調査業務             '

3,履 行場所

熊本市手取本町 1番 1号 ほか

4、 履行期間

契約締結 日から平成 22年 6月 30日

5.業 務内容

①の調査対象書類を②の政務調査費関係例崩等に基づき調査 し、平成 21年 度に熊本
市議会議員 49名 が支出した政務調査費の使途及び金額の適否について検討を行い、講
員ごと及び支出伝票ごとに指摘事項を整理すること (外下 「作業」というど)と する。
また、作業終了後に全体的な所見をまとめた報告書を提出する。なお、作業は 5方 21    1
日までに行 うこととするが、やむを得ずこの期 日までに実施できなかったものは、履行
期間内に実施するものとする。

① 調 査対象書類
。 政務調査費収支報告書
白 出納簿 (写し)
, 支 出伝票 (写し)                     ,
“ 領 収書 (又は領収書に代わる書類、写 し)
日 その他証拠書類 (写し)

② 政 務調査費関係例規等
・ 地方自治法
・ 熊本丁議会政務調査費の変付に開する条例
・ 熊 本市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則            ,
日 熊本市議会政務調査費の変付に関する条例施行規程
・ 政 務調査費運用の手引き



②

③

6.調 査項目 ぃ               、

① 東 増億票及び領収宰等の付属者類について次の事項を調査する。
3 支 出科目が適正であるか
。 文出金額が道正であるか
・ 領 収害等の燕付書類が道正であるか
rそ の他の記裁内容が適正であるか

出納簿について次の事項を調査する。
B記 戦内容が適正であるか
・ 文 出伝票と整合 しているか

政務調査費収支報告書について次の事項を調査する。
・ 記裁内容が適正であるか
ヽ 支出伝票及び出納簿と整合 しているか

その他必要な芋項について調査する。

7`実 施の条件

① 業 務に従事する者は、税理との資格を有 し、且つ、地方公共団体外部監査制度肘

修会履修者者 しくは登録政治資金監査人として登録されている者とする。

② 受 託者は、本業務全般において責任を持つ管理責任者を選任 し理置 させること。

③ 議 員から提出された書類は個人情報を含むものであることから、その取 り扱い及

び管理について十分な注意を払 うと共に、業務睡そ子を通 じて知 り得た業務上の秘密

を外部に漏 らし、文は、他の目的に利用 しないこと。

④ 受 話者は、契約締結後遠やかに業務着手属及び業務実施体制等記載 した実施計画

書を作成 し、市に提出すること。

① 受 話者は、委託期間内において、報告書の納品及び擦本市職員による検査を受け

なければならない。

③ 業 務実施にあた り疑義が生 じた場合は、熊本市職員の指示を受ける'こ
と。

④

ｔ

| ｀
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